
上越市製造業人材育成支援事業等補助金 
この補助金は、市内製造業の事業者の皆さんが抱える課題の解決を図るために実施する研修や実証実験に要する費

用の一部を補助するものです。事業者の皆さんはそれぞれ DX 推進・デジタル人材の育成・経営改善の取組・社員の技

術力向上等様々な課題を抱えていらっしゃると思います。令和 6年度からこの補助金で様々な分野の研修に対応でき

るように変更しました。ぜひご活用ください。また、お気軽に上越ものづくり振興センターまでご相談ください。 

 

 

令和 6 年 4 月 1 日（月）から予算額に達するまで 

 

① 人材育成にかかる研修等に要する費用 

② ローカル 5G ラボ「JM-DAWN」を活用した実証実験に要する費用 

  「JM-DAWN」とは…超高速ネットワークに接続された「屋内外型ローカル 5G」を備えた施設（上越市大和 5-2-7エンジョイプラザ 2階）。最新の 5G

環境を活用したサービス・プロダクト開発を目指す事業者の皆さんが実証実験を行うことができます。 

 
 

・市内で製品・技術開発または製品の製造のいずれかを行っている中小企業者等 

・主として日本標準産業分類の大分類Ｅ（製造業）に分類される事業を行っていること 

・市税を完納していること    ※補助金の利用は、1 事業者１年度あたり 1 回、通算 3 回までとなります。（DX にかかる事業は通算 1 回まで） 

 
 
申請書等については、市ホームページからダウンロードできます。また、上越市電子申請システムからも申請できます。

予算額に限りがありますので、補助金申請前に下記まで相談をお願いします。 

 

事業種類 補助対象事業 補助対象経費 補助限度額等 

①講師招聘型 

国、新潟県、にいがた産業創造機構（NICO）、

中小企業基盤整備機構（中小企業大学校を含

む。）、日本貿易振興機構（JETRO）、上越人材

ハイスクール、上越テクノスクール、上越商

工会議所、新潟県商工会連合会、ものづくり

支援パートナー協定締結大学等から講師を招

聘して行う研修 

・講師の招へいに要する 

謝金、委託料等 

・会議室の借上げ費用 

・補助対象経費の 

１/２ 

・限度額５万円 

②派遣研修型 
上記に掲げる研修機関・目的で実施する研修へ 

の従業員の参加 
・研修受講料 

・補助対象経費の 

１/２ 

・限度額３万円 

※DXに資する研修の場

合は限度額５万円 

補助対象事業 補助対象経費 補助限度額等 

JM-DAWNのローカル 5Gを活用した実証実験 

※単にコワーキングスペースや研修等で JM-DAWNを使

用した場合は対象となりません。 

・会議室の借上料 

・システム使用料 

・専門家謝金・旅費 

・備品購入費 

・補助対象経費の 

１/２ 

・限度額５万円 

上越ものづくり振興センター 

補助対象者 

申請様式等 

◇◆提出先・問合せ先◆◇上越市産業部産業政策課 上越ものづくり振興センター 

〒943-0821 上越市土橋 2554番地 上越市市民プラザ 2階 

ＴＥＬ ０２５－５２２－２６６６ ＦＡＸ ０２５－５２２－２６７８ 

募集期間 

補助対象事業 

様々な研修等でご活用いただけます！ 


